
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  更正の請求期間の延長 

Ｑ：更正の請求ができる期間が延長になっ

たと聞きました。何年になったのですか？ 

 

Ａ：５年になりました。 

【解説】 

更正の請求とは、計算間違いなどをして、

税金を多く納め過ぎた場合や、還付される税

金が少な過ぎた場合に、税金を返してもらう

手続きをいいますが、これまでは、法定申告

期限から１年以内でしたが、税制改正されて、

平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来

する国税については、５年に延長されました。 

なお、これに伴い、平成23年12月2日より前

に法定申告期限が到来する国税で、更正の請

求の期限を過ぎた課税期間について、減額更

正してもらいたい場合には、次の期間内に「更

正の申出書」の提出をすれば、減額更正が行

われることとなりました。 

更正の申出を行う場合には、「事実を証明

する書類」を提出する必要があります。 

①所得税･･･法定申告期限から３年以内 

②法人税･･･法定申告期限から５年以内(翌期

欠損金の金額が少なすぎた場合の更正の申

出は７年以内) 

③相続税･･･法定申告期限から３年以内 

④贈与税･･･法定申告期限から６年以内 

⑤消費税･･･法定申告期限から３年以内 
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